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ドイツにおける会計基準の国際的統一化の

新展開とその制度的意義
一 民間会計基準設定主体の正統性をめぐって一

真 鍋 明 裕

1は じ め に

近年,企 業活動はますます国境を越えて行われるようになってお り,企 業活

動のグローバル化がすすんでいる。それとともに,会 計情報の比較可能性の改

善,会 計基準の国際的統一化が求められているD。

2001年4月.国 際 会 計 基 準 委 員 会(IntemationalAccountlngStand殺rdsCo-

mmittee,以 下,IASCと 記 す)か ら 改 組 さ れ た,国 際 会 計 基 準 審 議 会(lh、 ・

nationalAccountingStan(lardsBoard,以 下,IASBと 記 す) .が 発 足 し た 。

IASBは,こ れ ま で の よ う に 職 業 会 計 士 団 体 を 中 心 と す る の で は な く,各 国 の

基準設定主体との緊密な連携のもとに会計基準の国際的統一化をめざしてい

る%

1)日 本経済新聞2002年7月18日 付の記事 によれば、コンサルテ ィング企業マ ッキ ンゼーの調査'で,

調査対象 となった機関投資家の9割 が世界同一の会計基準 を望 んでいることがわか ったのだ という、、

2)IASBが 制定する国際基準 は.連 結 財務 諸表 を対象 として お り,個 別財務諸表 は含 まれてい な

い、その理由の ・つ としては,国 によって は,個 別財務諸表が税金計 算の基礎 となってい る場合

があ ることが考 え られ る(『JICPAジ ャーナル」2001年1月 号,17ペ ー ジ)、 た とえば ドイッで

は,税 金計算 は ドイ ッ商法 に基づ いて作成 された個別財務諸表の数値を基礎 としてお り,こ の 点
'
で佃別財務諸表に国際基準 を導入す るこ とには困難があ る、 したがって,本 論文で も会計 基準 の

対象 としては連結財務 諸表 を扱 う ものとす る。ただ し.最 近では,国 際基準 の適用 範囲を個別 財

務諸表にまで広げ る提 案 もなされてきてい る,EU[2002]で は,2005年 まてに,EU域 内上場企

業の連結財務諸表につ いて国際会計基準 を適用 することが定め られ,ま た,当 該基準 の適用が個

別財務諸表にまで広げ られる可能性が述べ られている。
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こ う した会 計 基 準 をめ ぐる国 際 的 な一 連 の動 きに対 し,ド イ ッで は1998年 に

「企 業 領 域 に お け る 統 制 お よ び 透 明 性 に 関 す る 法 律 」(GesetzzurKolltrolle

undTrans聾)arenzimUntemehmensbereich,以一 ド,K・n↑raGと 記 す)が 制 定

さ れ,こ れ に よ っ て プ ラ イベ ー ト ・セ ク ター の会 計 基 準 設 定 主 体 で あ る ドイ ツ

会 計 基 準 委 員 会(Deutsch(}sRechnungslegungsStandardsComlnittee,以 下,

DRSCと 記 す)が 設 立 さ れ た 。

会計 規 制 を法 律 を 中心 と して政 府 主 導 で行 って きた ドイ ッに とって,こ れ は

大 き な体 制 変 化 で あ った と思 わ れ る 。 本 稿 で は,DRSCが ドイ ッ に お い て ど

の よ うな位 置 づ け を もち,ど の よ うな 機 能 を果 た して い るか を検 討 す る こ とに

よ り,ド イ ッに お け る会 計 基 準 設 定 主体 設 立 の意 義 を考 え た い。

そ の さい,本 稿 で は,基 準 設 定 主 体 の 正 統性 の観 点 か ら考 察 を行 う こ とにす

る。 会 計 基 準 設 定 主体 が 基 準 設 定 活 動 を円 滑 に行 って い くた め に は,設 定 す る

基 準 が 規 範 力 を 持 ち,国 内 に お い て効 力 を有 して い る必 要 が あ るで あ ろ う、 こ

の と き,当 該 基 準 設 定 主体 が 国 内 に お い て ど の よ うな 位 置 を占 め る機 関 で あ る

か とい うこ と は,基 準 の 有効 性 を決 定 す る一 っ の 重 要 な要 素 で あ る と考 え られ

る,、正 統 性 の 考 察 は,こ う した基 準 設 定 主 体 の位 置 づ け につ い て の考 察 に つ な

が る で あ ろ う。 そ して.DRSCに 関 す るか か る考 察 は,DRSCを 模 範 と して

設 立 され た,わ が 国 の 民 間 基 準 設 定 主体 の今 後 の あ り方 を見 通 す う えで も有 益

で あ る と思 オっれ る。

ll民 間主体 としてのDRSC

1DRSC設 立の背景

1998年,ド イ ツでDRSCが 設 立 され た。 設 立 に 至 る過 程 で は,基 準 設 定 主

体 を政 府 機 関 に付 随 した パ ブ リ ック ・セ ク ター の 主 体 と して 設立 す るか,そ れ

と もプ ラ イベ ー ト ・セ ク ター の主 体 と して 設 立 す るか が検 討 さ れ た 。議 論 の結

果,最 終 的 に 選 択 さ れ た の は プ ライベ ー ト ・セ ク ター と して の設 立 で あ った 。

これ は,会 計 基 準 の 国際 的 統 一 化 に 向 けて,IASBが 各 国 会計 基 準 設定 主体 と
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連携する方針を打ち出したこと,そ して,基 準設定は国際的には民間の主体が

行うことが通例であることか ら,国 際会計基準に関する議論の場において影響

力を保持するためには,プ ライベー ト・セクターの主体が望ましいと判断され

たことによるものであると考えられる3)。

対外的には,ド イッを代表する基準設定主体としての形式が これで整えられ

たと考えられるであろう。それでは,こ れまでパブリック ・セクターで会計に

ついての規制が行われてきた ドイッ国内において,プ ライベー ト・セクターの

DRSCは.会 計墓準設定主体 として受け入れ られるのであろうか。DRSCが

基準設定主体 として認められるためには,ど のような条件を満たすごとが必要

となるのであろうか。このことについて,正 統性の概念を手がか りとして考察

を進めて行 きたい。

2正 統性の概念

1)正 統性 とは何か

正統性の概念については,権 力と支配の観点か ら正統性について述べたM.

Weberの 所説が古典的な ものとして挙げられるだろう。Weberは,正 統性 と

して三つの類型を提示 した。第一の型は,合 法的支配である。これは,制 定さ

れた諸秩序の合法性 と,こ れ らの秩序によって支配の行使の任務を与えられた

者の命令権の合法性 とに対す る信仰にもとづ くものである。第二の型は,伝 統

的支配である。これは,昔 から妥当してきた伝統の神聖性と,こ れらの伝統に

よって権威を与えられた者の正統性 とに対する,日 常的信仰にもとづくもので

ある。そして第三の型は,カ リスマ的支配である。これは,あ る人と彼によっ

て啓示されあるいは作られた諸秩序との神聖性 ・または英雄的力 ・または模範

性,に 対する非口常的な帰依にもとづくものである(Weber[1922]S.124),、 、

3)Bundestag[1998』 で1よ,互ASCが 各国基準 設定主体 との協 力の強化を打ち出 した ことに触れ 、

ドイ ッがIASCに おいて影響力 を保持す るためには,会 計委員 会を設立す る必要があ る と,述べ

ている(Blmdestag[19981S.24-25)。
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この うち.本 稿 とのか か わ りで い え ば,正 統 性 と して は合 法 的 支 配 が 最 も注

目 され るべ き概 念 とな る.な ぜ な ら,本 稿 で 問 題 とす る の は.DRSCが ドイ

ツ国 内 に お い て基 準 設 定 主 体 と して 認 め られ る た め に は,ド イ ッ国 内 にお い て

どの よ うな存 在 で あ る必 要 が あ るか とい う こ とで あ り,こ の 問題 の 考 察 に は,

制 定 規 則 に よ って支 配 の行 使 の 任務 を与 え られ た者 の命 令 権 を取 り扱 う,合 法

的 支 配 が 最 も よ く当 て は ま る と考 え られ るか らで あ る 。

こ の ほ か に,J,Habermasは,Weberの 論 じ る よ う な 形 式 的 な 支 配 権 で は

な く,コ ミュニ ケ ー シ ョ ンを通 じた 合 意 が 重 要 で あ る と主張 した。 討 議 をつ う

じて 合 意 に 至 る こ とで,そ の合 意 され た事 柄 の妥 当性 が基 礎 づ け られ.正 統 性

が 得 られ る と した の で あ る4)。

ま た,Habemasと 並 ん で,現 代 を代 表 す る社 会 理 論 者 と して 知 られ るN。

Luhmalmも 正 統 性 に つ い て 述 べ て い る。Lllhmannは,あ る決 定 を 導 出 す る

原 理 や 規 範 と して の 決 定前 提 と,決 定 そ の ものの 正統 性 は区 別 して考 え るべ き

で あ る と した う えで,正 統 性 は,「 拘 束 的 決 定 の承 認 を 自明 の もの と して 制度

化 す る社 会 的 風 土 に,そ れ を個 人 的決 定 の結 果 とみ な さず 当 局 に よ る決 定 の妥

当性 の結 果 とみ なす 社 会 的風 土 に 基づ い て い る」 と した。 つ ま り,正 統 性 あ る

もの は,個 人 に と っ て,「 自明 の もの 」 で あ り,「 外 的 に誘 閃づ け られ た もの 」

な ので あ る(Luhmann[1983]S.34)。

2)本 稿 に お け る正 統 性 概 念

前 述 した よ うに,Luhmannに よ れ ば,決 定前 提 と決 定 そ の もの は 区 別 して

考 え るべ きで あ る。 これ に従 い,こ の こ とを 会計 基準 の設 定 につ い て考 え る な

らば,決 定前 提 とは,基 準 設 定 主 体 が 基準 設 定 主 体 と して 存在 す る こ と自体 の

正 統 性 で あ り、 決 定 そ の もの と は,基 準 設 定 主 体 の 設定 す る基 準 で あ る と考 え

る こ とが 可 能 で あ る と思 わ れ る。

こ の よ う に考 え る と き,Weberの い う,合 法 的 支 配 と して の 正 統 性 は決 定

前 提 にか か わ る もので あ り,Ha}》em1&sの い う,コ ミュニ ケ ー シ ョ ンに よ る合

41Habermfm[19771,11abermas[1981],山 口[1987〕 参照か
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意によって認められる正統性は,決 定が導かれる過程にかかわるものと考えら

れる,

本稿では,DRSCの ドイツ国内における存在について正統性の観点か ら考

察を行うことを口的 としている。これは決定前提にかかわる問題である。した

がって,本 稿ではWeberの 止統性概念を基礎 として考察をすすめることにし

たい。

Weberの 合法的支配の概念に基づいて正統性の条件を考 えると,あ る社会

を規定 している秩序があり,そ の秩序に則った形である業務を行 う権限を与え

られた主体であれば,そ の柔体の行う決定はL・lhmannに いう自明のものとし

て受け入れられる可能性が高まると思われる。この条件を満たせば必ず決定が

受け入れられるかというと,そ れは確実ではないであろう。 しかし,少 な くと

も,そ の社会を形成 している秩序に合 った形で存在するなら,そ うでない場合

、よりもその主体の行 う決定が受け入れられる可能性は高 くなると思われる。

そこで,本 稿では,上 記の三者の学説をふまえたうえで,正 統性の条件を次

.のように再提示したい。すなわち,そ の社会を形成 している秩序に適合 した形

である業務を行う任務を与えられ,な んらかの決定を行 う主体 としての存在に

関 し,当 然のものとして認められる可能性を有していることである。

かか る概念のもとに,DRSCの 正統性について考察を行うことにする。そ

こで,次 節においえ,ド イッではどのように秩序形成がなされているのかにつ

いてみてい く。

Illド イツにおける秩序形成一法律の役割

ドイッでは,歴 史的に会計規制は法律の規定によってなされてきた。以下に

示すのは,会 計に関す る規定を定めた ドイッの主な法律をまとめた ものであ

る%

5)こ れ1ま,OrdeiheideandPfaff[1994】 。(二》rdelheide[1999],安 藤[1997]を も とに 、 筆 者 が ま

とめ た もの で あ る。
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1861年 普 通 ドイ ツ商 法(ADHGB)

1870年 株式法

1884年 株式法

1897年 商 法

1937年 株式法

1965年 株式法

1985年 商 法

1998年 資本調達容易化法(KapAEG〉

企業領域における統制および透明性に関する法律(KonTraG)

このように,ド イッにおいては数々の法律が制定 ・改正ざれてきたのである

が,そ れらは,そ の時々の情勢に対応して定められたものであった。た とえば.

1884年 と1937年 の株式法は,相 次 ぐ大企業の破綻への対応 として定められた も

ので あ った し6},1985年 商 法,KapAEG,お よ びK(》nTraGは.IASCやEU

の行 う,会 計 基準 の 国際 的調 和 化 の 動 き に対 応 した,ド イ ッ国 内 の制 度 整 備 と

い う性 格 を も って い た7)。 こ う して,ド イ ッで は 情 勢 の変 化 に立 法 とい う形 で

対応 してきたのであ り,会 計規制の中心的役割は法律が果た してきたといって

よ い で あ ろ う 、、

6)1870年 代,ド イッでは工業 化の進展 とそれ に伴 う資金需要に より,株 式会杜の数 は飛躍 的に増

大 し,1871年 から1873年 の問に5倍 にな った(OrdelheideandPfaff『1994】p,84)、 ところが,

過大な評価 にもとづ く過度の配当によって、株式会社の破産が相次いだ。その結果制定 されたの

が,1884年 株式法であ り,こ こでは,慎 重性 に基づ く評価 システムの基礎が定め られ,資 本維持

が強制 された(Ordelheide【19991p.10且).1937年 の株 式法の制定 も,大 企業の失敗が相次 いだ

ことが要因であ った。1937年 株式法では,貸 借対照表お よび損益計算書の一般的な作 成規準や.

資 産の評価基準等.さ まざまな事項につ いて定 めていた(Ordeiheidel1999]p.102)。

7)1985年 商法では,新 設 の第3編 「商業帳簿」にEU指 令 が組み込 まれ,会 計基 準の岡際 的調

和 化へ の対応 が商法において行 われた、1998年 のKapAEGで は,連 結決算書において,国 際的

に認 められ た会計規則,す なわちIAsお よびus-GAAP(ordelheide[19991p.104〉 を適用す

る ドイツ企業には,国 内基準 での連結決算書の作成 を免除す ることが規定 され,KonTraGで は,

プライベー ト・セクターの基準設定主体 の設立が提言 された.
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第1図 ドイッ会計規制 システムにおけ る階層構造

第1レ ベ ル

法 文'

裁判所の決定お よび 第2レ ベル

実 行規則 による補足

DSR(基 準設定 審議会〉σ)基準 第3レ ベ ル ・

IdWの よ うな民問機関 による勧告,解 説書,

ハ ン ドブック,解 釈文に よる補足
第4レ 〈

企業個別の規則 鐸第5レ ベ ル

注1【dWlInsti†utderWirtscl・ 貧ftspr"fer.ド イ ッ公 認 会計 上協 会 血

出 所;〔)rdelheide「199田p.105よ り作 成 。

また,Ordelhei(ie[1999]に よ る と,rド イ ツの 会計 規 制 シ ス テ ム は 階 層 構

造 にな って お り,法 律 の条 文 を頂 点 と して,い くつ か の異 な る権 威 の 源 泉 を も

つ 規 則 へ と 降 りて い く,ビ ラ ミ ッ ド と して み る こ とが で き る」(Ordelheide

[1999」p.105)と い う。 第1図 は そ れ を 図示 した もの で あ る。

Ordelhekle・[1999]に よれ ば,こ の ピ ラ ミ ッ ド構 造 の 第 一 の特 徴 は,階 層 構

造 の 下 層 に下 って い くに したが って,規 則 が 詳 細 で,具 体 的 な もの に な る とい

う点 で あ る.,第 二 の特 徴 は,第2レ ベ ルか ら下 の 規 則 は そ の権 威 が 商 法 典 か ら

くる もの で あ り,法 律 の 「解 釈 」 や 「詳 述 」 と して 述べ られ る もので あ る とい

う こ とで あ る。 そ して 第 三 の特 徴 は変 化 へ の 反 応 度 が 上 へ行 くに した が い,低

下 す る こ とで あ る(Ordelhcide[1999]p.106)。

この よ う に,ド イ ッの 会計 規 制 に お い て は,法 律 が 最高 規 範 とさ れ,法 律 の

範 囲 内で,各 主 体 の 勧告 や 基 準 が 機 能 す る こ とにな って い る ので あ る 。

以 上 の考 察 に よ り,ド イ ッの 会計 規 制 に おい て は,伝 統 的 に,法 律 が,準 拠

すべ き規 則の 最 も権 威 あ る体 系 と して の役 割 を果 た して い る こ とが わ か る。 つ
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まり,ド イッの会計規制においては、法律によって全体的な秩序が形成されて

いるのであ り,そ れゆえ,こ の秩序内で業務を行 う任務を与えられた主体であ

れば,当 該主体の施策は正統性をもつことになると考えられるであろう。

次節では,こ の ような観点からDRSCの 正統性 について検討するため,

DRSCが どのような位置づけをもつ機関 として設立されたのかについて.み

てい くことにする。

IVDRSCの 位 置 づ け

1DRSCの 設立

ドイ ッで は,1998年4月 にKonTraGが 制 定 され た 。K・nTraGは,第2条

第14号 にお い て.「 商 法 典 第341・ 条 の あ とに,以 下 の 第 五 章 を追 加 す る。」 と

して,商 法 典(Handdsgesetzbuch,以 下,HGBと 記 す)に 第342条 お よ び第

342a条 を 追 加 す る こ と を規 定 し,会 計 基 準 設 定 主 体 の 設 立 を 提 言 した81、.

HGB第342条 は 以 下 の資 料1の とお りで あ る"。

く資料1〉

HGB第342条 一 私的会計 委員会

1ド イッ法務省は契約 によ セ)私的 に組織 された機関の設立を認 め,次 のよ うな法

務省の任務 を当該機関に委譲す る。

(1)連 結 会計 に関す る原則の適用 に対 しての勧告 を開発する こと

!2)会 計規則 の立法計画にさい し,連 邦法務省 に助言 をす ること

(3)国 際的な基準設定委員会 において.ド イッ連邦 を代表す ること

しか し,こ うした機関 については,勧 告が,専 門的利害 を有す る公衆の参加す る

手続において,独 立 にかつ専 ら会計従事者 によ り開発 され ることが約款 に基づい

て保証 されている機関 のみが認め られる。企業 または会 計従事者 の組織がかか る

8)DRSCの 設 立 とそ の 役 割,K〔,11TraGの 内 容 につ い て は,佐 藤 ・稲 見[1998a],[1998b],黒

田 ・ラ フ ィデ ナ リヴ[19981,平 松[1998」,森 「2000a1等 に お い て.説 明 が な され て い る。

9)HGB342条 の 訳 につ い て は,佐 藤 ・稲 見[1998b]を 参 考 に して い る 、
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機 関の メンバーであ る限 り,メ ンバー としての権利 は会計従事者に よってのみ行

使 され る」,

2連 邦法務 省によ り公示 され た,第1項 第1文 に したが って認め られた機関の勧

告が遵守 され る ときに限 り,連 結会計 に関 して正規 の簿記の原則が遵守 されてい

るもの と推:測される。

HGB第342a条 は,ド イ ツ連 邦 法 務 省(BundesmillisteriumderJustiz,以

下,BMJと 記 す)に 設 置 され る,公 的 規 制 の 強 い 組 織 と して の 会 計 諮 問 委 員

会 の 設 置 を 定 め て い る。Kol1TraGで は,HGB第342条 に も とづ く私 的 会計 委

員 会 の設 立 が 不 可 能 な と きの み, .HGB第342～ 亘条 に も とづ く会 計 諮 問 委 員 会

を 設 立 す る こ と と して い る(Zitzelsberger[1998]S.249)。 最 終 的 に は.HGB

第342条 に も とづ く私 的 会 謝委 員 会,つ ま り,プ ラ イベ ー ト ・セ ク ター の 会 計

墓 準 設 定主 体 が 設 立 され る こ と と な っ た 。 そ して,1998年5月 に,DRSCが

設 立 さ れ た。

HGB第342条 第1項 で はDRSCの 主 要 な3つ の任 務 が 示 され て い る。 第1

の任 務 は連 結 会計 に 関 して,会 計 基 準 の 勧告 を開発 す る こ とで あ るが,こ れ は

DRSC内 に お か れ た 基 準 設 定 審議 会(DeutscherStandar(llslerungsrat,DSR)

に よ って 行 わ れ る。 第2の 任 務 はBMJに 対 して助 言 を 行 う こ とで あ る。 開 発

され た 勧 告 は,BMJに 対 す る助 言 とい う形 で,ド イ ッ政 府 の立 法過 程 に お い

て 考 慮 さ れ る こ と と な る。 第3の 任 務 は ドイッ の代 表 と して の 任 務 で あ り,

EUやIASBと い っ た 国 際 的 な場 に お い て,ド イ ッの利 害 を代 表 す る組 織 と

して 影 響 力 を行 使 す る こ とが期 待 され てい る、.

第2項 で は,DRSCの 勧 告 がBMJに よ って 公示 され る と き,そ れ が 正 規 の

簿 記 の 諸 原 則(Grしmds謹tzeordllungsmasslgerBuchfUhrung.以 下,GoBと 記

す)を 構 成 す る こ とが規 定 さ れ て い る。 黒 田 ・ラ フ ィデ ナ リ ヴ[19981に よれ

ば,ド イ ツに お い て.GoBは,ア メ リカで い う 「一 般 に認 め られ た 会 計 原 則

(GenerallyAcceptedAccoulltingPrinci1)1eslGA1＼P)」 と して の機 能 を果 た し

て お り,ま た,HGB第297条 第2項 で は.『企 業 はGoBに した が って 連結 財 務
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諸 表 を作 成 す る こ とが 義 務 づ け られ て い るた め,DRSCの 勧 告 で,BMJに よ

り公 示 され た もの は,連 結 会 計 にお げ る ドイ ッGAAPを 形 成 す る と考 え られ

る(黒 田 ・ラ フ ィデ ナ リヴ[1998]72-73ペ ー ジ)、

2BMJと の関係

HGB第342条 か らは,DRSCとBMJが 密 接 にか か わ って い る こ とが うか

が わ れ る。 第1項 お よび 第2項 か らわ か る よ うに,ド イ ッ会 計 基 準(正)eutsch-

esRechnungslegungsStandards,以 下,DRSと 記 す)は,DRSCか らBMJ

に対 す る勧 告 と して 作 成 され,BMJに よ って 公 示 され る。 か か る手 続 を経 て

は じめ て,DRSは ドイ ッ に お い てGoBた る地 位 を 有 す る こ と に な る の で あ

る。 つ ま り,「 ドイ ツ会 計 基 準 委 員 会 の 勧告 は,法 務 省 か ら公表 さ れ る こ とに

よ っ て権 威 が 与 え られ る仕 組 み とな って い る」(平 松[1998]6ペ ー ジ)の で

あ り,「 委 員 会 は,私 的委 員 会 で は あ って も,会 計 規 定 の 立法 に 際 して,法 務

省 の 諮 問 機 関(BeratungdesBundesτ ・1inisteriumderJustlz)と して の役 割 を

果 た す こ と に な る。」(森[2000a]112ペ ー・ジ)し た が っ て,「 『ドイ ッ会 計 基

準 』 は,連 邦 法 務 省 の 求 め に応 じて 開発 され た 勧 告 で あ って,そ の基 準 が 商法

制 定 の立 法 過 程 に組 み 込 まれ て は じめ て会 計 規 範 を形 成 す る とい う仕組 み な の

で あ る、」(木 下!2000]76ペ ー ジ)

この よ う に, .DRSの 基 準 と して の 権 威 はBMJに よ っ て 付 与 さ れ る形 を

と って い るの で あ り.BMJと … 体 とな って は じめ て 有効 に 機 能 す る こ とに な

る。 つ ま り,国 家 機 関 に よ る公 示 に よ って法 的 性 質 を与 え られ て は じめ て,勧

告 は拘 束 力 を持 つ 基 準 と して効 力 を発 する こ とが で きる よ うに な るの で あ る。

この 意 味 で,DRSCの 基 準 設 定 プ ロ セ ス は,ド イ ツの 立 法 過 程 に組 み 込 ま れ

た 形 で 存 在 して い る と考 え られ.DRSCは,そ の 位 置 づ け と して は.BMJの

下 部機 関 と して存 在 して い る とい え るで あ ろ う。
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VDRSCの 正統性

1正 統性 の条件

第3節 に 見 た よ うに,ド イ ッにお いて は法律 に よ って秩 序 形 成 が な され て い

る と考 え られ る。 した が って,第 止2-2)節 の正 統 性 の条 件 か ら考 え る と.

ドイ ツ にお い て基 準 設 定主 体 は,法 律 の根 拠 を も って,法 律 に適 合 した 存 在 と

して 基準 設定 の任 務 を与 え られ てい れ ば,正 統性 あ る基 準 設 定 主 体 と して認 め

られ る こ とが で き る と考 え られ る。 それ で は.第IV節 に示 され た よ う な位 置 づ

けを もつDRSCは.ド イ ッに おい て正 統 性 を もち う る.と考 え られ るで あろ うか 。

BuddeundSteuber[1998]は,法 律 上 の 観 点 か ら,ド イ ッ憲 法(Grundge-

setzfUrdieBundesrepublik[)eutschland(GG),ド イ ッ基 本 法 と も言 う.以 下

GGと 記 す こ とが あ る)等 を 参 照 し な が らDRSCの 設 立 に つ い て の べ て い

る11》〉。 以 下 で は,BuddeundSteuber[1998]の 議 論 を参 考 に しな が ら,DRSC

が ドイ ッに お いて 正 統 性 を持 ち う るの か ど うか につ い て 考 えた い 。

ドイ ッ憲 法 は,第2 ,条にお い て,個 人 の 自由 な活動 の権 利 を定 め てい る。 そ し

て,こ の 権 利 へ の 干 渉 が 認 め られ る の は法 律 に基 ブ くと きの み で あ る と して い

る111。また,白 由な 活動 の権 利 はGG第19条 に よ り,国 内 法人 に も認 め られ るIl:)。

BuddeundSteuber[1998]に よれ ば,自 出 な 活動 の 権 利 を有 す る法 人 に対

し,会 計 規 則 等 に よ りそ の行 動 に制 限 を課 す の は 権 利 の侵 害 に あ た る。 だか ら,

この侵 害 が 認 め られ る の は 法 律 に 基 づ く と きの み で あ る。 と こ ろ が .DRSC

】0)BuddeundS†euber[1998]で は.主 に憲法 上の視点か ら,プ ライベー ト・セ クターの基準設

定主体 に対す る権限委譲の 可能性 が分析され ている,本 節では,BlldI{eundSτeuber[1998]に

示 された法律 の条項 を整理 しなお し.DRSCが 正統性の点で,ど のよ うに位置づ けられるかを

考察 している。

11)憲 法第2条 は次 のように定め てい る,,

(11各 人は,他 人の権利 を侵害せず,か つ,憲 法的秩序 また は道徳律 に違反 しない限 り,そ の

人格の自由な発展 をはか る権利 を有す る、

12}各 人は,生 命お よび身体 を害されない権利 を有する。個 人の 自由 は不可侵であ る。 これ ら

の権利 は,法 律 の根拠 に基づいてのみ,こ れを侵害す ることが許 され る、、

12)憲 法第19条 は第3項 におい て,「基 本権は,そ の牲 質か ら内国法 人にも適用 され うる限 り.こ

れにも適用 され る」 と定めてい る.
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の設 定 す る基 準 は 法律 で は な い。 したが って,会 計 規 制 はDRSCに よ って な

され るべ き もの で は な い とい う こと にな るの で あ る。 こ こで 問題 に な っ て くる

の は,BMJに よ って 認 め られ たDRSC基 準 が,法 律 と同等 の もの と認 め られ

うるか ど うか とい う こ とで あ る。 これ につ い て 次 に考 え て み た い。

2正 統性の付与

GG第80条 第!項 は,規 制 の権 限 につ い て,以 ドの資 料2の よ うに定 めて い る。

<資料2>

GG第80条 第1項

法律 によって,連 邦政府,連 邦 閣僚 また は州政府 に対 し.法 規 命令 を発 す る権限を

与え ることがで きる。そ の場 合には,与 えられ る権 限の内容 目的および程 度 は,

法律において規 定され る、.

こ こか らわ か る こ とは,法 規 命 令 を発 す る権 限 は 立 法府 に あ るが,こ の権 限

は行 政 機 関 に委 任 す る こ とが で き,そ の場 合 に は,委 任 につ い て法 律 に お い て

定 め な けれ ば な らな い とい う こ とで あ る 。

つ ま り,法 的 な 根 拠 が あ れ ば,BMJの よ う な行 政 機 関 が 法規 命 令 を発 す る

権 限 を 有 す る とい う こ と に な る。BuddeundSteuber[1998]は,こ の 法 的根

拠 はKonTr敏Gに よ って 定 め られ たHGB第342条 で は な く,KapAEGに よ っ

て 定 め ら れ たHGB第292a条 第3項 に 求 め られ る の だ と い う(Buddeund

Steul)er[1998]S.1185)。 そ こで,HGB第292a条 第3項 を見 て み る と以 下 の

資 料3の よ う に定 め られ てい る1%

〈資料3〉

HGB第292a条 第3項

連邦法務省 は,第2項 第3号141に 基づ き等価にな るために,親 企業 のコンツェルン

13)訳 は佐藤 ・稲見[1998c」 によっている。

14)こ こにい う第2項 第3号 とは.国 際的に認められた会計基準に基づいて作成された決算書 の/
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決算書 およびコ ンツェルン状況報告書が どの条件 を個別 に満た さな ければ ならな

いのか,連 邦大 蔵省 および連邦経済省 との協議 のう え,法 規命令 によって決定す

ることがで きる。これ は.適 用すれば等価性があたえられ る会計原則 を指示す る

様式で も行 うこ とがで きる。

この規 定 で は,コ ン ツ ェ ル ン決 算書 に 関す る規 則 をBMJが 連 邦 大 蔵 省 お よ

び連 邦経 済 省 との協 議 の うえで 制 定 で き る こ とが示 され てお り,こ れ に よ り,

BMJの 規 則 設 定 権 限 が 法 律 上 の根 拠 を も って定 め られ て い る とみ る こ とが で

き る1⇒。 つ ま り,BMJが 会 計 規 則 を定 め る こ とはGG第80条 に反 しな い とい

う こ とに な る、,これ を もっ て立 法 府 か ら行 政 機 関 た るBMJへ の 権 限 委 譲 が な

され てい る もの と認 め る こ とが で きるで あ ろ う。

さ ら に,第IV-1節 で も み た よ う に,HGB第342条 第1項 で は.BMJが

DRSCの 設 立 を認 め,権 限 を委 譲 す る こ と とDRSCの 任務 が,同 条 第2項 で

はDRSCの 設 定 す る基 準 がBMJの 公 示 に よ り効 力 を 有 す る こ とが そ れ ぞ れ

規 定 さ れ て い る。HGB第342条 第3項 の 規 定 か ら.DRSC基 準 は,法 律 に

よ って 会計 規 則 め 設 定 権 限 を与 え られ た 公 的 機 関で あ るBMJに よ る公 示 を経

る こ とで 法 律 と同 等 の もの と して拘 束 力 を もち う る と考 え られ,DRSCが 基

準 を作 る こ と に関 して も,同 条 第1項 でBMJか らDRSCの 権 限 委 譲 が 明確

に述 べ られ る こ とで,法 律 上 の根 拠 を もって な され る もの と考 え る こ とが で き

る。 こ の こ と を もっ て,法 的 形 式 上,DRSCは 正 統 性 あ る基 準 設 定 主 体 と し

て の 位 置 を 占 め る こ とがで きる もの と思 わ れ る16)。

＼表明力が.HGBに 基づき作成される決算書の表明ノJと等価であるとき,HGBに もとづ く決算

書の作成を免除される旨を規定 した条項のことである,

15)BMJへ の権限付与について.占 市ll999]で は,特 殊業種の決算書についてBMJの 規則発

布権限を定めたHGB330条 にその根拠を求めている(古 市[1999]153ベ ージ),、,しかし,会 計

規制は業種にかかわ らずIt場会社に適用されるものと考えられるので。本稿ではBuddeund

Sreuber[1998]に したがい,HGB第292a条 に根拠を求めている、、

16)BuddeundSteuber[1998]は,HGB第292a条 では,権 限委譲がプライベー]・・セクターの

機関になされるのか,パ ブリフク・セクターの機関になされるのかについて明確には述べられて

おらず,そ のために任務の割1,当てに関してHGB第292紘 条とHGB第342条 との結びつきが明

確でないことか ら,DRSCへ の権限委譲は失敗 しているとしてい る(BuddeundStq露ber

「19981s・1185〉、,しかし,GG80条 によれば権限の内容,目 的,程 度について法律で定めてい/
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第2図 ドイ ッ会計規制におけ る権 限関係

法憲

立法府

権限委譲

(HGB第342条 第1項)

権 限委譲(HGB第292a条 第3項)

DRSC

勧 告の開発,助 言

(HGB第342条 第1項)

BM.1

基準 の公表による規制

(HGB第342条 第2項)

ドイツ企業

以 上 の議 論 を「ま とめ る と,第2図 の よ うに な るで あ ろ う。

Vlお わ り に

第H節 にみたように,ド イツにおける.民問会計基準設定主体DRSCの 設立

は,IASBを 中心とした,会 計基準統一化に向けての国際的な取組みへの対応

としてなされたという側面がある。これで,国 際的な議論の場ではDRSCは

ドイッを代表する基準設定主体として認められると考えられるが,そ れでは,

ドイツ国内でDRSCは その存在を認められ うるのか ということについて本稿

では検討を行ってきた。

検討にあたっては,M.Weberの 所説を基礎とし.正 統性の観点か ら考察を

行った。 ここからは,DRSCが,ド イッ社会を形成 している秩序,具 体的に

は法律に適合 した形で基準設定業務を行う任務を与えられているかどうかが問

＼れば よいのであって,と くにHGB第292a条 との結 びつ きを必要 とす る必 然性 はない と思われ

る。HGB第342条 はDRSCの 権 限の内容,目 的,程 度 について規定 を してい るので,BMJか

らDRSCへ の権限委談は これに よってなされ るとみなす ことはで きる と考 えられる,,こ の点で

本稿はBuddeundSteuber[1998]と は考えを異に している。
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題 となった。

考察の結果.ド イッでは法律 における明確な規定により,BMJに 会計規則

の設定権限が与えられ,さ らにBMJか らDRSCへ の権限委譲がなされるこ

とにより,DRSCは,法 律の枠組みに矛盾 しない位置づけを与えられ,正 統

な基準設定機関たる地位を付与されていることがわかった。

重要なことは,ド イッでは,民 間基準設定主体のDRSC設 立によって会計

基準統一化をめ ぐる国際的な動 きへの対応がなされるとともに,DRSCが 国

内においても有効に活動を行えるようにす るため,そ の位置づけについて正統

性を保持できるよう配慮がなされているということである6こ れによって,会

計基準に関する国外への働 きかけと.国 内での基準設定の双方について,実 効

性ある活動を行う可能性が開かれていると考えられる.、

日本では,ド イツにならい,民 間の基準設定主体である企業会計基準委員会

(ASBJ)が2001年7月 に設立された、、日本 は法律を巾心 として会計規制を

行 ってきた点で ドイッと類似の秩序形態を有 していると考えられるが,ASBJ

の権限については法律上の規定があるわけではない。この点で日本は ドイッと

異なってお り,ASBJの 位置づけをどのように定めるのか,考 察をする必要が

あるであろう。

また,ア メリカの証券取引委員会(SEC)と 財務会計基準審議会(FASB)

との関係は,上 位機関たるSECが 基準の最終的決定権を有 しつつ.民 間主体

のFASBに 基準設定権限を委譲 しているという関係であ り17},ド イツのBMJ

とDRSCと はこれと似た関係にある,,ア メリカと ドイッにおける上位機関と

基準設定主体 との権限関係の異同点を考察すれば.ド イッにおけるDRSCの

位置づけの特徴がまた新たな側面から浮かび上がるであろう。これらの問題に

ついては今後の検討課題 としたい、、

17)ア メリカで は,1934年 に制定された証券取引法によ りSECに 基準設定権限 が与え られている

が.SFCは1973年 に公表 した会計 連続通牒(ASR〉 第150号 において,FASBを 実質的 に権 威

ある支持 を有す る団体 と認 め,FASBに 基準 設定 権限を委譲 してい る(大 石[2000]51)一51ペ ー

ジ)、
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